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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○菅原委員長 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

本日の出席者は全員でございます。 

ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○菅原委員長 再開いたします。 

１の令和８年第２回臨時会の運営について、（１）の市長提出議案についてであります。このこ

とにつきまして、議案第１号ないし議案第５号の以上５件につきまして、質疑、討論の有無及び賛

否について、一覧表に基づき各会派及び無所属に伺ってまいります。 

○えびな委員（自民会議） 質疑、討論ありません。全議案、賛成いたします。 

○金谷委員（民主連合） 質疑、討論ありません。全議案、賛成いたします。 

○中野委員（公明党） 質疑、討論なく、全議案、賛成いたします。 

○まじま委員（共産） 質疑、討論なく、全議案、賛成です。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑、討論なく、全議案、賛成いたします。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論なく、全議案、賛成します。 

○菅原委員長 無所属安田議員につきましては、質疑、討論なく、全議案、賛成ということで伺っ

ております。 

それでは続きまして、報告第１号ないし報告第３号の以上３件につきまして、質疑の有無を一覧

表に基づいて各会派及び無所属に伺ってまいります。 

○えびな委員（自民会議） 質疑ありません。 

○金谷委員（民主連合） 質疑ありません。 

○中野委員（公明党） 報告第１号ないし報告３号ともに質疑ありません。 

○まじま委員（共産） 質疑ありません。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑ございません。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑はありません。 

○菅原委員長 無所属安田議員につきましては、報告第１号ないし報告第３号について、質疑がな

いということで伺っております。 

それでは次に、（２）の議会提出議案について、アの請願・陳情議案の委員会付託について、イ

の請願・陳情議案の付託替え及び一部付託替えについて、ウの請願・陳情議案の審査結果報告につ

いて、エの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託について、オの特定事件の閉会中継続調査付託に

ついて、事務局から説明願います。 

○香川議会事務局議事調査課長 まず、アの請願・陳情議案の委員会付託についてでありますが、
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４月２２日現在、陳情を４件受理しております。陳情第５２号の電磁的記録の部分公開に関する運

用の見直しについては、民生常任委員会に、陳情第５３号のいじめ事案における警察との連携強化

及び相談基準の明確化について、陳情第５４号の官民・デジタル技術連携による不登校児童生徒及

び保護者への包括的支援とフリースクール等利用助成制度の検討について及び陳情第５５号のジェ

ンダー平等の観点に基づく相談支援体制の充実及び男性向けＬＩＮＥ相談窓口の設置についてにつ

きましては、子育て文教常任委員会に、それぞれ付託になろうかと思います。御了承いただければ、

４月２８日の本会議でその手続を取ることとなります。 

次に、イの請願・陳情議案の付託替え及び一部付託替えについてでありますが、民生常任委員会

委員長から議長に対しまして、付託替え及び一部付託替えの申出がありましたことから、陳情第４

５号の融雪槽設置住宅の減税については、総務常任委員会に、陳情第４９号の宿泊税制度における

税の公平性担保義務及び無届・無許可宿泊営業の排除体制の明確化並びに議会による監視の実施を

求めることについてにつきましては、その一部を陳情第５６号として、総務常任委員会に、それぞ

れ付託替えになろうかと思います。御了承いただければ、４月２８日の本会議でその手続を取るこ

ととなります。 

次に、ウの請願・陳情議案の審査結果報告についてでありますが、御配付しております請願・陳

情議案審査結果一覧表のとおり、民生常任委員会で３件、結論が出ており、民生常任委員会委員長

から議長宛てに審査結果報告書が提出されておりますので、４月２８日の本会議で報告を受けるこ

ととなります。したがいまして、質疑、討論の有無及び賛否につきまして御協議いただきたいと思

います。 

次に、エの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託につきましては、総務、民生及び子育て文教の

各常任委員会委員長から議長に対しまして、閉会中の継続審査の申出を受け、４月２８日の本会議

でその手続を取ることとなります。 

次に、オの特定事件の閉会中継続調査の付託につきましては、委員の任期中、閉会中の委員会活

動を可能とするため、令和７年第２回定例会において閉会中継続調査付託の手続を取っているとこ

ろでありますが、改めて、総務及び子育て文教の両常任委員会委員長から議長に対しまして、御配

付しております特定事件の閉会中継続調査付託表のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました

ことから、４月２８日の本会議でその手続を取ることとなります。 

以上でございます。 

○菅原委員長 まず、ウを除く、ア、イ、エ及びオについてでありますが、事務局の説明のとおり

でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのとおり扱うことといたします。 

次に、ウの質疑、討論の有無及び原案に対する賛否について、一覧表に基づき各会派及び無所属

に伺ってまいります。 

○えびな委員（自民会議） 質疑、討論ありません。陳情第３０号、陳情第３１号には反対、陳情

第３２号には賛成いたします。 

○金谷委員（民主連合） 陳情第３０号及び陳情第３１号は原案に反対、陳情第３２号は賛成です。

質疑、討論ありません 
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○中野委員（公明党） 質疑、討論ありません。陳情第３０号については反対、陳情第３１号につ

いて反対、陳情第３２号について賛成します。 

○まじま委員（共産） 質疑、討論はありません。陳情第３０号と陳情第３１号は原案に対して反

対、陳情第３２号は原案に賛成です。 

○塩尻委員（市民連合） 質疑、討論はございません。陳情第３０号と陳情第３１号は反対、陳情

第３２号は賛成いたします。 

○横山委員外議員（無所属） 全て質疑、討論ありません。賛否については、陳情第３０号、陳情

第３１号は反対、陳情第３２号については賛成します。 

○菅原委員長 無所属安田議員につきましては、陳情第３０号と陳情第３１号は反対、陳情第３２

号は賛成、質疑、討論はないということであります。 

続きまして、（３）本会議の日程についてでありますが、事務局から説明願います。 

○小川議会事務局議事調査課長補佐 明日、４月２８日の本会議の運びについて御説明いたします。 

開会し、会議録署名議員の指名、諸般の報告の後、議事に入ります。まず、会期の決定について

を議題とし、本臨時会の会期を４月２８日、１日と決定することとなります。次に、議案第１号な

いし議案第５号の以上５件について順次議題とし、それぞれ理事者から提案説明があった後、いず

れも質疑、討論なく簡易採決となります。次に、報告第１号ないし報告第３号の以上３件を順次議

題とし、理事者からそれぞれ提案説明があった後、いずれも質疑なく報告を了することとなります。

次に、特定事件の閉会中継続調査付託についてを議題とし、総務及び子育て文教両常任委員会委員

長の申出どおり、閉会中の継続調査付託の手続を取ることとなります。次に、請願・陳情議案の審

査結果報告についてを議題とし、民生常任委員会委員長から、陳情第３０号ないし陳情第３２号の

以上３件の審査結果の口頭報告があった後、質疑、討論なく、採決に入ります。採決は分割により

行います。まず、陳情第３０号及び陳情第３１号の以上２件について、委員長報告どおり不採択と

することについて簡易採決となります。次に、陳情第３２号について、委員長報告どおり採択する

ことについて簡易採決となります。次に、請願・陳情議案の閉会中継続審査付託についてを議題と

し、総務、民生及び子育て文教各常任委員会委員長の申出どおり、閉会中の継続審査付託の手続を

取ることとなります。以上で閉会となります。本会議の所要時間につきましては、およそ２５分程

度と思われます。 

以上でございます。 

○菅原委員長 事務局の説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのように扱いたいと思います。 

次に、２のその他でございますが、（１）の議会の改善・要望事項についてであります。このこ

とにつきましては、４月２２日の代表者会議における協議のとおり、整理番号㉑から㉓までの市議

会だより、㉔の情報発信及び㉕の意見交換会については、議長を通じて広聴広報委員会に協議を委

ねるということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのように扱いたいと思います。 

続きまして、（２）の議員研修会についてでありますが、このことにつきましては、議員研修会
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の実施担当チームは皆様の配付資料のとおりとなっております。議員研修会の実施に当たって、議

員研修会実施担当チームに今後の協議を委ねるということでよろしいでしょうか。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 委員個人に対して何か疑義があるということではないのですが、

１点ちょっと確認をさせてください。当該メンバーのうち、議会運営委員会の委員でない者が１人

含まれていて、私たちは制度上、議会運営委員会の委員の方がチームメンバーになるものだという

ふうに理解していたのですが、その点、制度上どのようになっているのか、その点で確認させてい

ただければと思います。 

○菅原委員長 議運のメンバーから研修会のメンバーを選出しなければならないということはあり

ませんが、議会運営委員会副委員長が座長であり、打合せ等実施準備の関係上、議運のメンバーか

ら選出されるほうが望ましいだろうということです。 

ほかに何かございますか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 なければ、実施に向けて協議をいただくこととしてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのように扱いたいと思います。 

以上でございます。 

散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時１４分 

 

 


